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第一節間題提起

　現代の目本におげる「国際化」や「情報化」あるいは「地域化」という諸々

の動向は，国際的な独占資本問におげる経済的諸矛盾の激化とそれへの対応策

を反映している 。目本独占資本は，国家権力を動員しながら，長期不況を克服

するための諸施策によっ て， 資本の蓄積隆路を打開しようとしている 。

　これらの諸施策としては，軍需産業の育成強化と不況業種切り捨てによる産

業構造の転換，高度科学技術の導入と新規産業の育成，国内市場の再開発，資

本輸出による外国関税の突破，日米問を中心とする国際環境の「改善」，過剰

資本による土地投機および金融的な諸投機，国有財産の転活用，大量失業と低

賃金構造の政策的温存などである 。かかる諸施策がもつ反勤労人民的性格を隠

蔽しつつ，かつまた生産諸力の質的拡大を意図するイデオ ロギ ーが近代化路線

にの った「国際化」論や「情報化」論であり ，この両者に加えて地域物神性を

利用した「地域化」論である 。

　かかる状況のもとにおいて，地域における産業構成は大きく変化し，地域雇

用率や地域賃金水準，地域利潤率など，各個別地域における経済構造とその発
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展方向も大きく変貌せざるをえたい。具体的には，一方において，事務所立地

や投機による土地価格の異常な高騰による大都市の立体化と広域化。地方都市

におげる高度技術産業の立地や大型小売店舗の進出による市街地再開発。他方

において，農林水産業や鉱業，あるいは鉄鋼，造船，一般機械，非鉄金属など

の諸工業の不振は，地域におげる経済活動を破壌している 。すなわち，地域に

おげる企業倒産や工場撤退，大量失業と人口流出，地域商業をはじめとする第

三次産業の不振，さらには地方財政の極度の悪化による文教福祉行政の活動低

下などの諸間題を惹起している 。

　もっとも，「地域」それ自体は，生きた経済主体ではたい。したがって経営

体やその従業者のように，経済的諸関係を直接かつ自主的に取り結ぶことは出

来たい。しかしながら，ｒ地域」は国民経済におげる諸階級が具体的に存在す

る場であり ，諸階級が闘争する具体的な場である 。すなわち，直接的た資本 ＝

賃労働が対立する企業内闘争はともかくとして，地域内および地域問におげる

諸資本問の競争，さらには地域に立地している資本と，地域消費者あるいは居

住者との経済的闘争が具体的に展開する場が「地域」である 。しかも，国家独

占資本主義下においては，地域の経済的民主主義を推進させるか否かをめくる

闘争，つまり独占資本の利潤追求に奉仕するのか，それとも地域住民の経営と

暮らしを守り発展させていくかという闘争が地域およぴ地方議会を通じて行わ

れるだげに，地域政治の根底をなすものとして，地域経済の問題は現代目本に

おげる大きた課題とな ってきている 。

　地域政治のあり方をめぐる闘争は，地域における経済的諸関係を反映するも

のであり ，その闘争を有利に，かつ勝利へと導くためには地域経済に対する的

確な分析が必要であり ，かつ地域経済に対する科学的な分析方法をいかに確立

していくかということが重要な課題となる 。ところで，地域経済について科学

的た分析を行うには，地域経済理論が科学的でなげればならたい。理論が誤 っ

ておれぱ，地域経済分析の対象や方法もおのずから非科学的たものとたり ，そ

の分析結果にもとづく地域経済政策も誤 ったものに１なるであろう 。

　本稿では，主として高原一隆氏が『地域問題の経済分析』の序章「転機にた
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つ地域経済」で展開している幾つかの地域経済に関する理論をとりあげ，それ
　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
ぞれについて検討してみたものである。高原氏はこの「序早」において，地域

におげる経済矛盾を明らかにし，地域住民の「草の根民主主義」に依拠しなが

ら， 地域経済を再建するという主張をなしている 。それだげに，論理展開の方

向は・科学的な地域経済理論を基礎に置くという性格をもっ ている 。しかしな

がら・部分帥こみると ，高原氏の論理展開には，なお幾つかの不十分さが残さ

れているのでは淀いかと思われる 。

　高原氏が展開している地域経済理論の中で主として問題になるのは，まず第

一に，「先進地域資本」という概念を用いたがら，地域経済や地域開発の諸問

題を解明しようとしていること ，第二に，戦後目本におげる地域開発の歴史を

分析するさいに，提起された諸政策が名目的に調っている内容とその背後にあ

る独占資本の蓄積論理とを区別していたいこと，そして第三点として，「地域

経済の内発的発展」という時代錯誤的概念を用いて，地域経済の発展方向を模

索していることである 。これらの諸論点を統一して整理してみると ，地域経済

の発展は，「先進地域資本」による「上から」の地域開発ではなく ，「草の根の

民主主義」に依拠した地域の内発的な発展によらなげれぽたらないというのが

高原氏の考え方である 。

　もっとも高原氏の所説についての検討は，単に論理として科学的であるかど

うかという視点からだげでなく ，地域経済を分析する科学的方法をいかに確立

していくかという立場からも行っている 。また高原氏が展開している地域経済

理論の内容には独自的なものが少なく ，したが ってその背後にあると思われる

宮本憲　氏の考え方についても言及せさるをえなかったことを付記しておきた

い。 なお，高原一隆 ・増田洋氏による地域経済分析の方法，すなわち根室市を

対象とした地域経済分析の方法そのものについては，別の機会に改めて論ずる

ことにしたい 。

　　１）高原一隆 ・増田洋『地域問題の経済分析』，大明堂，１９８６年
。
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第二節　「先進地域資本」なるものの概念について

　ｒ地域間題の経済分析』なる書物の序章において，高原一隆氏は「転換にた

つ地域経済」と題して，現代目本資本主義におげる資本の地域的展開について

概観するのであるが，その分析基軸としては「先進地域資本」という概念を用

いている 。すなわち氏は「戦後目本の地域経済は，先進地域資本の運動法則に
　　　　　　　　　　　　　１）
よっ て大きな変転を示してきた。」と述べて，戦後において目本の地域経済が

変化してきた原因を「先進地域資本」の運動に求めているのである 。

　たしかに，戦後目本の地域経済は独占資本の蓄積運動によっ て変化発展して

きたことは事実である 。だが，高原氏は「独占資本の蓄積運動」とすべきとこ

ろを「先進地域資本の運動法則」としているのである 。ここで，われわれが間

題とすべきことは，高原氏がいかたる理由で，つまり何を明らかにするために

「先進地域資本」という概念を用いたかということを明らかにし，かつそれが

適切であ ったかを検討することである 。

　ところで，高原氏のいう「先進地域資本」とは何か。単純に考えるならぱ ，

ｒ先進地域資本」というのは，「先進地域における資本」のことであろう 。もし

そうだとすれぱ，ｒ先進地域」とは何かということが更に間題になるであろう 。

　通常，「先進地域」という概念は，二つの意味において用いられている 。そ

の一つは，いわぱ生産力視点からのもので，他は生産関係視点によるものであ

る。

　生産力視点からの「先進地域」という概念はさらに二つの意味に用いられて

いる 。第　の場合は，「農業地域」に対して「商 ・工業地域」が先進地域であ

るとするドイツ歴史学派のＦ ．リストの発展段階説を継承している場合であり ，

第二には同一産業都門に限定して，比較対象とな っている地域間におげる生産

性が高い地域をｒ先進地域」と規定する場合がある 。

　生産関係視点による「先進地域」の概念も，やや多様に用いられている 。ま
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ず， 直接的な生産関係の視点から賃金や労働条件が他地域よりも優れている場

合の「先進地域」，それから二次的生産関係，すなわち経済的諸関係からの視

点で ，下請関係をも含む商品流通関係において経済的民主主義（基本的には適正

利潤率の適応）が他地域よりも守られている場合のｒ先進地域」，政治経済視点

の点では，地域において平和と民主主義を守り ，資本主義体制を変革し，杜会

主義を展望する政治勢力が他地域よりも強く ，地方公共団体におげる財政支出

に関しても地域住民の経営と暮らしをまもり発展させていくという「革新」的

立場からみた場合の「先進地域」である 。

　ここで高原氏のいう「先進地域資本」のｒ先進地域」とはいかたる概念で

あろうか，また上記のうちいずれに該当する概念なのかを明確にしておきた

い。

　高原氏は，単純にも「先進地域と後進地域」をｒ都市と農村」とみなしてい
２）

る。 つまり都市は先進地域であり ，農村は後進地域としているのである 。これ

が， Ｆ． リストによる歴史発展段階説に依拠した生産力による地域区分である

ことは明確である。だとすれば，高原氏のいう「先進地域資本」というのも ，

「（大）都市におげる資本」とみ狂してよいであろう 。もしそうだとすれぱ，高

原氏の分析基軸は大都市における資本の運動法則によっ て， 戦後目本におげる

地域経済は大きく変転してきたということになる 。そして，これは高原氏の念

頭にある地域剛こおける対立の構図，すなわち「人類が文明杜会に到 って以来 ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　言）
杜会の基本的対立をなしている　　都市と農村の分化 ・対立」という観念が ，

戦後目本における地域怪済問の対立として，内容的には無検討のままに適用さ

れたものに相違ない 。

　もともと ，Ａ．スミス以前の経済学がもっ ていた「都市と農村の対立」とい

う理論体系とその構図は，都市における支配階級と農村におげる支配階級との

対立関係をあらわしたものであり ，階級問の経済関係を地域的に表現したもの

にほかならない。のちに至って，Ｋ．マノレクスは『経済学批判序説』の中で展

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
開した経済学批判の体系の一項目として「都市と農村」を設定している 。その

項目のもとに，マノレクスがいかなる経済的内容を展開しようとしていたのかは ，

　　　　　　　　　　　　　　　　（６７）



６８　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３６巻 ・第１号）

次お不明確であるが，次のように考えて大きな間違いはあるまい。すなわち ，

産業資本主義の時期における資本と土地所有との対立関係を地域的に表現した

ものとして，具体的には大都市におげる工業資本家階級と地方におげる地主階

級との対立関係を表現したものと考えることができる 。この場合，都市におげ

る資本と農村におげる農民や労働者との関係を間接的には内包しているとはい

え， 都市におげる労働者階級に対立するものとして，農村におげる農民や労働

者との経済的諸関係は捨象されているものと考えられるのである 。都市におげ

る労働者と農村における農民との経済的関係を明らかにしたのはＶ ．Ｉ ．レーニ

ソであ った。すなわちＶ ．Ｉ ．レーニソはその労農同盟論の中で，いずれも独占

資本と対立するという関係からみて都市におげる労働者と農村におげる農民の

経済的利益が矛盾せず，かつ独占資本と闘争関係において統一戦線が必要であ

　　　　　　　　　　　　　　　５）
るということを展開したのである。ところで，独占資本主義のもとでは，この

「都市と農村との対立」というのを支配階級間の関係概念としてどのように把

握すべきであろうか。独占資本主義段階のもとでは，あらゆる地域が，つまり

都市でも農村でも独占資本の支配下におかれるということが理論的削提となる 。

したが って，独占資本主義の段階に一おける「都市と農村との対立」というのを ，

都市におげる独占資本と農村におげる独占資本との対立関係として地域的に表

現することは可能であろう 。あるいは都市におげる独占的工業資本や独占的商

業資本に対立するものとして，農山漁村地域におげる農業，林業，水産業，あ

るいは鉱業の独占資本との対立関係として把握しうるかもしれない。しかしな

がら，農村においても独占的工業資本や商業的独占資本が立地している場合も

あり ，一義的に「都市と農村の対立」をｒ工業的独占資本と農業的独占資本の

対立」として把握することは困難である 。

　しかも現代の日本資本主義を念頭におくたらば，中小零細農民に一よる土地所

有が卓越している。かかる場合には，都市におげる商工業的独占資本と農村に

おける中小零細農民の対立関係を表現するものとして特殊的に理解することも

出来るかもしれ狂い 。

　いずれにせよ，問題は「都市と農村の対立」という場合には，その具体的な
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階級関係を明確にしたがら，論理を展開していかねぼたらたいということであ

る。

　ここで再び高原氏カミ用いたｒ先進地域資本」という概念にたち戻 ってみると ，

この概念カミいかにも暖昧でかつたんとも寄妙な意味あいをもっ てくるのである 。

　この「先進地域資本」に対立する概念を考えてみると ，それは「後進地域資

本」という概念にた ってくるであろう 。もし，それでよけ汕ま，高原氏による

ｒ都市と農村の対立」はｒ先進地域資本と後進地域資本との対立」という構図

にな ってくるのである 。これは高原氏が念頭においたｒ都市と農村の対立」と

いう構図とは，いささか異たるかもしれない。そのように言うのは，高原氏が

地域経済学を研究する以上，「都市と農村の対立」という構図として氏の念頭

にあ ったのは，先進地域における資本と後進地域におげる資本との対立だげで

なく ，農村における土地所有，賃労働との対皿関係をも想定しているに相違な

いからである 。

　さらに言えぼ，高原氏が「先進地域資本」として具体的な表象として描いて

いたのは，東京や大阪などに本杜を置いた資本であ ったかもしれない。だが ，

高原氏はｒ地域」ということを余りにも強く念頭に置きすぎたために，現代資

本主義でもっとも重要た概念である「独占」という経済関係を忘却してしまっ

たのである 。つまり ，独占概念を抜きにした「先進地域資本」という暖味な概

念を用いたのでは，先進地域と後進地域との経済的諸関係はもとより ，それぞ

れの地域内部におげる経済的諸関係も科学的に分析することはできないという

ことを，ここでは指摘しておきたか ったのである 。

　以上のような難点を除削ま，ｒ先進地域資本」という概念は，後進地域との

経済的関係を明らかにする上で一定の有効性をもちうるかもしれたい。つまり ・

巨大都市を中心として資本蓄積している独占資本と中小都市や農村地域におげ

る中小零細資本との競争関係（収奪関係）を分析する場合がそうである 。しかし ・

この場合でも ，巨大都市におけるｒ独占」資本とその他の地域における「中

小」資本という資本の性格を明確にしておくことが肝要であ ったのである ・

　「先進地域資本」という概念の設定が，全く役に立たないのは，先進地域内
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部におげる経済的諸関係を分析する場合である 。先進地域を分析する場合に ，

まさか「後進地域資本」という概念を援用することもあるまい 。

　以上のような検討を経てくると，もともと，「先進地域資本」とか「後進地

域資本」とい った概念設定自体に間題があるといわねはならない。先進地域や

後進地域という概念の問題はともかくとして，これを都市と農村として具体化

するならば，都市においても中小資本は存在しているし，農村においても独占

資本が存在している 。かかる事実を無視して，「先進地域資本」とか「後進地

域資本」という概念を設定することは，「独占」という経済的関係を欠落させ

たままで，現代におげる地域経済問題の解明をしていくという誤りを犯すこと

になる 。その結果，独占資本の蓄積や国家権力を行使した資本蓄積という現実

を隠蔽する非科学的な地域経済学に転落していくことは明らかである 。

　もともと，資本が国籍をもたないのと同様に，資本は地域的属性をもつもの

ではない。資本が国籍をもつのは，その国家権力を背景として私的所有制度と

いう基盤の上に資本が存在しているからであり ，資本が地域的属性をもつのは ，

資本が特定の地域を資本蓄積の主たる場としているか，さらには国家権力と結

びつきながら地域権力を行使している場合である 。資本が地域的属性をもっ て

いるのも，その地域において高い利潤率を実現しているということが前提とな

るが，逆に，中小零細資本の場合には，その他の地域へ移動しようにも移動す

るだけの資金的余力がないこともある 。

　いずれにせよ ，資本はより高い利潤率を求めて資本蓄積をおこなう 。その結

果， 特定の地域に特化している資本がその他の地域に進出していくこともある 。

それは都市から農村という場合もあるし，農村から都市へという逆の場合もあ

る。 そこで問題は資本の蓄積運動は具体的にとのような形態で地域的に展開し

ていくのかということになる 。次節では，戦後目本におげる地域開発の歴史と

関連させながら，この間題について検討していくことにしたい 。

１）寓原 ・増田『地域間題の経済分析』，前出，１ぺ 一ジ 。

２）　同上書，１べ一ジ参照 。

３）　同上
。
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４）　 マルクス『経済学批判』，杉本俊朗，国民文庫版，１９５３年版，３０６べ一ジ
。

５）　 レーニソの労農同盟論については，さしあたりｒ貧農に訴える』やｒ労働者と

　勤労被搾敢農民の同盟」などを参照のこと 。

第二節　地域開発政策の虚構性について

　不節では，戦後目本資本主義におげる地域開発の歴史を振り返りながら，資

本蓄積運動が地域的にどのように展開されてくるのかを検討してみたい 。

　すでに見ておいたように，高原氏は「戦後目本の地域経済は，先進地域資本

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
の運動法則によっ て大きな変転を示してきた」と述べており ，これについては

「先進地域資本」という概念がもっ ている非科学的性格を指摘しておいたとこ

ろである 。本節での問題は，高原氏が言 っている「資本の運動法則」が地域的

にどのようにあらわれてくるのかということを検討したい 。

　高原氏によれば，「資本の地域的集中と外延的膨張は資本主義固有の法則で
　２）
ある」と述べて，資本の地域的た運動法則を説明している。この文章は一見す

ると正しいようにみえる 。しかしたがら，一歩踏み込んで吟味してみると ，ま

ったく奇妙な文章であることが判る 。

　間題の鍵は，高原氏のいう「資本の地域的集中」という内容がいかなるもの

であるかという点である 。このｒ資本の地域的集中」という内容については二

通りの考え方が可能である 。その一つは，ある地域に立地している個別資本が

当該地域に資本を集積させると同時に他の地域からも資本を当該地域に集中さ

せるということであり ，他のひとつは，諸資本が，いわゆる地域的な「集積

利益」を求めて，ある特定の地域に集中してくるということである 。つまり ，

「資本」という抽象的な次元では，これが個別資本なのか，それとも諸資本た

のかということが明確にされておらず，そのために二通りの解釈ができるとい

うことである 。

　高原氏のいう「資本」が，もし個別資本であるとすれぱ，氏が言 っているこ
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とは次のようになるであろう 。つまり ，個別資本の蓄積運動を地域的にみると ，

ある地域へ資本を集中させることもあるし，他地域にむげて膨張させることも

あるという内割こなる 。これでは余りにも抽象的にすぎ，しかも少しでも具体

性をもっ た内容を展開しようとすれぽ，それは個別資本の地域的な投資戦略に

ならさるをえない。つまり ，これでは資本の蓄積運動を「地域」との関連で何

らかの「法則性」を定立させることは困難である 。資本の蓄積運動を　般的に

間題とするかぎり ，「資本」は個別資本ではなく ，諸資本でなげれはならない

のである 。

　そこで高原氏のいう「資本」が，もし諾資本であるとすれぱ，氏が言 ってい

ることはおよそ次のようになるであろう 。すなわち，諸資本はある地域の集積

利益を求めて他地域から当該地域へ集中すると同時に，他方で諾資本はある地

域から他地域にむげて膨張していくということである 。しかし，この内容もま

た抽象的であり ，諸資本がより高い利潤率の実現をめざして地域的に移動する

と言 っているにすぎない。内容的にみて全く相反するような内容を並列化して ，

これを法則化することはできない。つまり ，これをもっ て「地域」との関連性

をふまえた資本蓄積運動のｒ固有の法則」として定立することはできないので

ある 。ここでは，この相反する内容とその相互関係が不明確なままでは，　般

的な「法則」として定立することはできないということを強調しておきたい 。

　つまり ，諸資本はなぜ地域的に集中するのか，また諸資本はな普外延的に膨

張するのかという二つの論理が諸資本による市場競争の展開として構築されな

げればならないのである 。

　それは生産力の発展に対応させるかたちでの局地市場圏から国内市場へ， 国

内市場から世界市場へという外延的発展論として　般的に展開することも可能

であるし，逆に，世界市場の狭隆性から国内市場の拡大にむげた再開発，その

一環としての特定地域の市場開発ということも資本蓄積とその地域的展開とを

関連させながら論理展開をしていく一つの方法である 。

　しかしながら，国内の諸地域内において，あるいは諸地域間において資本蓄

積を間題とする場合には，諸地域の特殊性を理論的展開の前提として設定しな
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けれはならない。このことが，資本の　般的運動法則を解明する一般経済理論

と地域的特殊性との関連で資本の特殊的運動法則を解明する「特殊経済理論」

である地域経済理論との根本的な差異なのである 。問題は，資本主義のある発

展段階において，諸資本，あるいは独占資本がより高い利潤率の実現をめざし

て， 諸地域の特殊性をとのように利用しながら運動するかという資本蓄積の論

理が明らかにされなげれぱたらないのである 。この論理こそ，地域的に展開す

る資本蓄積運動を特殊的な諸ｒ法則」として定立させることになるのである 。

　ここでは，地域的利潤率（実現利潤率のこともあれぱ，生産利潤率に限定される場

合もあろうが）の差異にもとずいて，諸資本，とりわげ過剰資本が地域的に（内

部的に，或いは外延的に）蓄積運動を展開するのだということを述べるだげにと

どめたい。また，諸地域の特殊性を設定して，諸資本の地域的な運動の諸彬態

について具体的に論ずることも差し控えたい。これらの間題についてはなお独

自の論文を必要とするであろう 。それだげに，高原氏のようにｒ資本の地域的

集中と外延的膨張が資本主義の固有の法則」というだけでは，余りにも一般的

にすぎて，「法則」として定立できないということだげを指摘しておきたいの

である 。

　次に，資本蓄積運動の地域的展開と地域開発政策との関連について検討して

いくことにしたい 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
　高原氏は「地域経済が先進地域資本の選択に浮沈を左右され」，その端的表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
現が戦後日本におげるｒ局度経済成長期の地域開発政策」であ ったとしている 。

ここで高原氏は，独占資本の具体的た蓄積運動と ，国家政策としての地域開発

政策とを同一視するという誤りを犯しているということを予め指摘しておきた

い。 つまり ，或る時期におげる独占資本の蓄積論理は，その時期に展開された

地域開発政策で言厘われている主要課題と必ずしも一致するものではないという

こと ，従 って，国民の前に提示される地域開発政策の主要内容と地域的に展開

される独占資本の蓄積論理の差異は，いわは地域開発政策の虚構性と本質の差

異としてあらわれてくるのである 。

　そこで高原氏が，戦後目本におげる地域開発政策を資本蓄積との関連でとの
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ように捉えているかを要点的に紹介しておこう 。

　局原氏は，高度成長期における地域開発政策の「代表的なもの」として，全

国総合開発計画と新全国総合開発計画をあげ，前者は「地域格差是正を合言葉

に， 拠点開発方式とよばれる開発をすすめた。それは全剛こ幾つかの拠点開発

地域を設定し，臨海型の重化学 コソビナートを移成し，その効果を周辺に波及

させることによっ て所得向上（住民の福祉向上）をはかろうとするものであ った 。

後者は，国土の効率的利用を合言葉に，大観模工業基地を建設し，それを交通

・通信ネ ットワークで結合させるという徹底した地域的分業を基本とした巨大
　　　　　　　　５）
開発方式であ った。」と述べている 。

　高原氏の要約ははほ正確であるが，ただ新全国総合開発計画の内容について

は， 大規模工業基地の建設，交通 ・通信ネ ットワークの建設という二つの柱に

加えて，管理中枢機能の確立というもうひとつの柱があ ったことを見落として

いる 。しかし，それはここでの主要な間題ではない。問題は高原氏が，この地

域開発政策の結果をどのように評価しているかにある 。高原氏はその点につい

て次のように要約している 。

　「重化学工業が立地した地域では公害が大きた間題とたり ，地場産業は崩壌

し， 自治体財政はゆがみ，立地しなか った地域ではそれをあてにしていた財政

が危機に直面した。大規模工業基地はそのように呼べる実態にはなく ，工業基

地建設は全くすすまず，空地のままか，地域経済にほとんど効果をもたらさな
　　　　　　　　　　　　　６）
いエネルギー基地化している 。」

　この文章に関連して，われわれは二つのことを間題としたげれぱならな＝い
。

その一つは，地域開発との関連で地域経済としては何を問題とすべきかという

方法論上の間題であり ，もう一つは，戦後目本におげる地域開発の実態の評価

をめくる問題である 。

　まず最初の問題から検討していくことにしよう 。高原氏の場合には，地域開

発との関連で地域経済の何を問題とすべきかという明確な問題意識があ ったか

どうかは別として，地域経済分析に関しては「何を分析課題とすべきか」とい

う点で，重要な間題を提起しているように思われる。高原氏は「先進地域資本
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の外延的進出」として地域開発を把握しているのであるが，その地域開発との

関連で問題としているのは，◎公害惹起，◎地場産業の崩壌，　地方財政のゆ

がみという三点である 。また資本の外延的進出がなか った地域では（：）地方財政

の危機を問題としているのである 。いずれにしても ，高原氏は地域経済の基本

的分析課題として第一に公害，第二に地場産業，そして第三に地方財政をあげ

ているのである 。だが，地域経済を分析する場合の基本的課題を，これらの問

題点に限定してよいものであろうか 。

　独占資本の立地に関連して　般的に問題となるのは，第一に，この独占資本

がとのようにして資本の蓄積隆路を打開しえたかという点であり ，第二に，こ

の独占資本の進出に関連して地域での雇用労働者数および賃金水準（労働諸条

件を合む）の変化，地元諸企業への発注（下請関連を含む）の変化，地域およぴ地

域問輸送体系の変化，地域農業なとの第一次産業の変化，地域商業を中心とす

る第三次産業の変化，あわせて地域財政の変化がどのように変化したかという

点である 。簡単にいえは，地域におげる独占資本の蓄積態様が基本的な問題で

あり ，この資本蓄積の裏腹の関係として，地域におげる諸資本，土地所有ある

いは賃労働とい った経済的諸関係がどのようにな ったのかいうのが地域経済の

基本的な分析視角でなげれぱならない 。

　このような視点にた って，高原氏が問題にした三つの問題点を整理しておこ

う。 まず，高原氏が第一に間題としている「公害」，あるいは環境の悪化とい

う間題は，それが生産条件や生活条件を悪化させ，かつその改善が経済的に問

題とたる限りにおいて地域経済の分析課題とたるのであ って，地域経済分析の

基本的あるいは中心的な課題とはなりえないのである 。

　高原氏が第二にあげている地場産業の崩壌の問題にしても ，ｒ地場産業」と

いう概念をとのように把握しているのかという問題が残っている 。つまり ，地

場産業を地域の資源と伝統に立脚した地域の産業という具合に規定するたらば ，

かかる地場産業が「先進地域資本」の新規立地によっ て直ちに崩壌するという

論理は出てこたい。むしろ地場産業にしてみれば，地元資源の価格や労働力価

格（賃金）が上昇することによっ て， 他地域に立地している同一生産部門の資
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本に比べて，内部的た市場競争力が弱体化して崩壌していくのであ って，異都

門に属する独占資本との直接的な市場競争によっ て崩壊するものではないので

ある 。

　高原氏が第三に間題としている地域財政（地方財政では匁い）の問題は・地域

経済を問題とするときには当然のことたがらその分析視野の中に含ませなけれ

はならたい。とりわげ国家独占資本主義の下では，この地域財政が地域経済に

果たす役割は極めて犬きくな っているからである 。しかしながら，地域財政が

地域経済分析の中心的課題ではない。それはあくまでも地域経済におげる一つ

の構成単位として経済的に位置づげられ，かつその収支にかかわっては地域住

民の生活に関わる面が大きいので，相対的に地域経済の中では大きな比重を占

めるのだということを明確にしておく必要がある 。なお地方財政と地域財政と

いう概念上の差異については，国家財政との対比を念頭においたものである ・

　以上のようにみてくると ，高原氏が地域開発との関連で検討する地域経済の

課題は，かならずしも意識的に整理されていないように思われるのである。そ

れは高原氏の個人的な問題ではなく ，科学的な経済学がこれまでに「地域経済

の分析課題はいかなるものであるか」という問題意識をもっ てこなか ったこと

の反映でもある 。

　ここで，われわれが述べた地域経済分析の基本的視点に立脚して，戦後目本

におげる地域開発の歴史を簡単に振り返っておくことにしよう 。

　戦後目本の独占資本は資本蓄積上の諸矛盾を解決するために，国家政策とし

ての地域開発政策を展開してきた。それは目本資本主義の発展段階に対応しつ

つ， その時期ことに異な った独占資本の蓄積隆路をいかに打開するかという政

策であ った。この際注意すべきことは，地域開発の目的としてされている名目

的な諸施策と独占資本の蓄積論理との関連である 。そして，地域開発政策の評

価を歴史的に検討する場合の第一の分析視点は，この独占資本の蓄積論理がど

こまで実現されたかということでたげれぽたらない。この点を基軸として地域

住民の経営と暮らしがどうな ったかということが，あわせて検討されなげれほ

ならないのである 。
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　第二の祝点としては，国家独占資本主義下におげる国家政策では・国民に対
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）
する慰撫政策としての虚構性をもたせることが必然的とな っており １この虚構

性に惑わされてはならないということである 。この点では，戦後目本におげる

地域開発政策でも同じであり ，その本質と虚構性とを明確に区別した検討が重

要なのである 。

　さて，昭て２５年に国土総合開発法か制定されるまでは，目本資本主義の体制

維持のた酬こは食糧およぴ衣服，住宅とい った生活必需品の確保が第一の課題

であ ったが，生産力の整備拡充という点からみれぱ，鉄鋼，石炭，電力，輸送

力などの産業基盤の不足が独占資本の蓄積隆路であ った。これらに対しては戦

災復興や産業振興という視点から重点的た施策がなされてきた。国土総合開発

法が制定されてから以降においても，かかる産業基盤を除いては独占資本の蓄

積駐路というものはなか った。あえて言えぱ，資本および技術の面での隆賂に・

関しては主としてアメリヵからの援助によっ て克服してきたといえよう 。

　しかしながら，昭和３５年を境にして，目本資本主義における重化学工業化が

開始されると資本蓄積上の隆路は一挙に露呈してくる 。すなわち新規工業用地

および工業用水の不足，さらには低賃金労働力の不足とい った問題がそれであ

る。 この蓄積上の隆路を克服するために全国総合開発計画を背景とした拠点開

発方式が，新産都市法や工特法を通じて大分，福山，水島，鹿島たどに巨大製

鉄所を建設したのをはじめ，石油精製，石油化学たどの諾工業を臨海部に立地

させたのである 。このことと併せて，石炭産業の合理化をはじめ，農業，林業 ，

漁業あるいは中小企業の構造的改善を政策的に展開し，これら諸産業の合理化

によっ て低賃金労働力を独占資本は確保したのである 。このことによっ て， 炭

鉱地帯を崩壌させたのをはじめ，農山漁村の衰退とこれらの地域からのドラス

チックな人口流出をもたらしたのである 。

　かくして目本独占資本は新しい工業地域を創出し，生産力基盤を確保し，高

度経済成長をなしとげ，国際競争戦において一定の優位性を保持することにな

った。つまり ，目本独占資本の蓄積要求であ った産業構成の重化学工業化，低

賃金労働力の大量確保，大型港湾をはじめとする輸送諸施設の整備拡充，低廉
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な工業用地用水の確保たどは，地域開発政策を展開することによっ て実現でき

たのである 。

　その反面として，過疎 ・過密間題，地域財政題の貧困化問題があらわれたが ，

これは地域開発政策が問違っていたからではたい。たしかに高度経済成長期に

おげる地域開発政策の目的は，開発拠点を基軸として経済効果を地方へ波及さ

せ， それによっ て地域所得を向上させるということであ ったが，これはあくま

でも名目的な虚構であ って政策の本質ではない。地域開発政策の本質はあくま

でも独占資本の蓄積隆路の打開である。これを見落として，政策が掲げた名目

上の虚構をとりあげて，地域開発政策の成否を形式的に判断するのは杜会科学

としてとるべき方法ではたい 。

　繰り返すようだが，国家独占資本主義のもとで国家政策が　般的にそうであ

るように，その名目上の政策目的は虚構性をもっ ている 。それは資本主義の体

制的危機に対応する政策であることから，その階級的性格を隠蔽し，かつ労働

者階級をはじめとする勤労人民を慰撫するという内容をもたたげればならたい

からである 。したが って，地域開発政策がもっ ている独占資本の蓄積要刺こ対

応した本質的側面とこの政策が言厘っ ている彩式的た目的とを明確に区別しなげ

れはたらない。もし，これを混同し，独占資本の蓄積要求である政策の本質と

同時に政策がもつその虚構性を見抜げなげれぱ，地域開発政策の効果（所得の

向上）はなか ったとか，新産業都市に指定された多くの都市が計画倒れにな っ

たとい ったような皮相的評価に陥 ってしまうのである 。なお，誤解を避げるた

めに若干の付言をしておきたい。われわれとしては，これらの地域開発政策が

労働者階級や農民 ・中小企業者にそれほどの恩恵をもたらさたか ったという事

実を否定するものではない。また，かかる事実を明らかにすることが方法論的

に誤っているということを言 っているのでもない。ここで言いたいのは，地域

開発政策の虚構性を明らかにする必要があるということと，この虚構性に目を

奪われて，ただその点だげから，地域開発政策の評価をしてはならないという

ことである 。

　また新全国総合開発計画にしても，虚構としての周防灘地域の開発は特別と

　　　　　　　　　　　　　　　　（７８）
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しても ，むつ小川原地域や苦小牧東部地域におげる大規模開発は長期不況下で

あれ，一定の成果をあげつつある 。ここで「一定の」という括孤をつげたのは ，

あくまでも独占資本の蓄積という視点からのものであるということ，かつ長期

的視点からの評価であ って，徴視的短期的た視点からの評価ではたいというこ

とを明確にしておきたか ったからである 。この際にあえて言及しておげば，地

域開発政策の本質を単に独占資本の蓄積論理ということだげから抽象的に規定

するだげでは不十分であるということである 。つまり ，目本資本主義が国家独

占資本主義段階にある以上，国際的に展開している政治経済的な諸関係を抜き

にして戦後目本における地域開発を論ずることはできないということである 。

すなわち，上記の大観模工業開発地域の間題にしても ，国際的視点からみて ，

もっと具体的にいえは対立する二つの杜会体制の問題として，多面的に，とり

わげ軍事的な側面からも評価をする必要があるということである 。かかる意味

において「一定の」という括孤を付しているわげである 。

　高原氏が，「大規模工業基地はそのように呼べる実態にはなく ，工業基地建

設は全くすすまず，空地のままか，地域経済にほとんど効果をもたらさたい二
　　　　　　　　　　　８）
ネノレ ギー基地化している 。」というように評価しているのは，多分，新全総に

ついてのことだと思われる 。確かに，新全総で指定された大挽模工業基地を現

象的にみると ，多くの地域は高原氏が評価しているような状況にある。このこ

とは問違いたい。だが，ひるがえ って，新全総が国家独占資本主義のもとにお

げる地域開発計画であるという基本的性格をふまえるならば，労働者階級や農

民の立場からだげでなく ，上記に述べたような分析視点から多面的に評価して

おく必要がある 。

　これらの大規模工業基地の建設が遅々として進まないのは，計画が間違って

いたということが基本的な原因ではない。そのような評価をするのは，国家独

占資本主義におげる「計画」なるものと杜会主義におげる計画とを同一視して

いるからである 。国家独占資本主義のもとにおげる計画は，国民全体あるいは

全国各地域の庄民に対する慰撫的性格を １もっ ており ，地域的にみても総花的で

あることが杜会的に必要とた っている 。このために，新産都市や新全総のよう

　　　　　　　　　　　　　　　　　（７９）
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に虚構として多くの地域が開発対象として設定されねぱならない。また，その

計画の実施時期や完成時期についても ，全くもっ て非計画的とならざるをえな

い。 資本主義という無政府的生産が基本とな っている体制のもとでは，資本の

過剰生産は必然的であるし，世界的規模での不況の到来は，個別独占資本の投

資計画をたえず変更せしめるであろう 。したが って，世界的た不況が慢性化し

ているような状況であれぽ，個別独占資本の投資も減退し，名目的に描かれた

計画は時期的にも ，開発規模としても失敗であ ったかのような現象を呈する 。

この現象に目を奪われて，計画の成否を論ずるのは，全くもっ てナンセソスと

しかいう以外にない 。

　このように地域開発政策を歴史的に評価する場合には，政策目的とされてい

る虚構性と独占資本の蓄積要求である本質とを明確に区別することが重要であ

るし，かつ国家独占資本主義におげる国家政策としての虚構設定の必然性を見

抜き，併せて資本主義におげる「計画」の限界性をふまえることが必要である 。

つまり ，拠点開発によっ て地方におげる所得向上という波及効果があ ったか否

か， あるいは大揚模工業基地の建設がなされたか否かという現象面に惑わされ

た評価にとどまっ てはならないということである 。資本主義杜会におげる地域

経済の分析視点からは，あくまでも拠点開発地域や大観模工業基地におげる独

占資本の進出にともな って，杜会経済的諸関係がどのようにな ったかというこ

とを階級的視点に立って，つまり独占資本の蓄積面とその反面としての労働者

階級や農民の経営と暮らしという二面的な評価が必要であるということである 。

　地域開発政策がもっ ている虚構性とその欺臓的性格については，さすがに高

原氏も見抜いており ，「これらは地域経済の発展 ・住民福祉の向上があくまで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）
理念であり ，資本の地域的展開運動に規定されていたからである」と看破して

いる 。

　だが，高原氏の場合には，則節でみておいたように「先進地域資本」による

後進地域の開発を問題にしているのであり ，その論理の延長線上に立ってｒ先

進地域資本」による地域開発が「地域経済の発展 ・住民福祉の向上」になら次

かっ たということを指摘しているにすぎない。だとすれば，「先進地域資本」

　　　　　　　　　　　　　　　　　（８０）
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以外による地域開発を改めて志向することが高原氏の論理となる 。次節では ，

この点について検討することにしよう 。

１）

２）

３）

４）

５）

６）

７）

８）

９）

　高原 ・増田ｒ地域問題の経済分析』，前出，１へ一ソ 。

　同上 。

　同上 。

　同上 。

　同上 。

　同上書，１～２べ 一ジ 。

　なお，全般的危機下の国家政策が国民全体に対する慰撫的性格をもつようにな
り， 地域的にみて総花的とな ったのは，目本の場合，大正１１年の改正鉄道敷設法

からではないかと考えている 。改正鉄道敷設法については，拙稿ｒ日本における

鉄道政策の展開」，ｒ立命館経済学』，第１９巻２号。なお，高橋幸八郎編ｒ日本の

近代化』下巻，東大出版，１９７２年に再録されている
。

　高原 ・増田『地域問題の経済分析』，前出，１～２ぺ一ソ 。

　同上圭，２べ 一ソ 。

第四節　地域経済の内発的発展について

　高原氏は戦後目本におげる地域開発がｒ資本の地域的展開の運動に揚定され
　　　１）

ていた」ものであるとし，「こうした資本の外延的膨張に沿った開発を外来型
　　　　　　　　　　　２）
開発とよぶことができる」としている 。そして　「外来型開発」という概念に

ついては，「これは歴史的に蓄積されてきた産業構造をもっ た地域に，その産

業構造と関連なしに重化学工業を導入し，国家資金を投入する開発であり ，住

民ｒ自らが骨身を削 ってやる抗争ではなく ，外からのカに依存し，外から大企
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
業をよぴ，外から公共事業を口乎ぴ込んで開発』するやり方であ った。」と説明

している 。さらに高原氏は，こうした資本の地域的展開運動に規定された外来

型開発は「開発の先々で何らかの低抗にあ った地域が多か ったのである 。しか
し， 同時にこうした開発がすすんだ理由の一つに，こうした開発が，経済発展

と生活向上を願う人びとの願望と結びついていた側面を無視することはできな

　　　　　　　　　　　　　　　　　（８１）
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いであろう 。…… かくして，先進地域資本の蓄積運動として展開された高度経

済成長の地域開発は，住民の願望を一定程度包摂することによっ てすすめられ
４）

た」とも述べている 。

　以上の文章を要約すると，先進地域資本による開発が「外来型開発」であり ，

「外からの力に依存し」た開発であ ったために，地域住民との対立関係を惹起

したげれども，同時に地域住民の願望を「一定程度包摂する」ことによっ て開

発が進められたということである 。ここでは，ｒ先進地域資本」による開発と

それに対応した地域住民の「反対と協調」とい った二面的性格が指摘されてい

るのである 。だが，第二節でみておいたように高原氏の場合には「先進地域資

本」による外来型開発については，公害，地場産業の崩壌，地方財政の危機を

もたらしたという基本的評価が既にたされていることを想起しておきたい 。

　だが，時代は変わる 。高原氏はその後におげる目本の地域開発の経緯を幾つ

かの文早でもっ て述べている 。

　「１９７３年の石油ショックは，高度成長期の大きな転換をせまることにな った 。

新全総とそれにつづく目本列島改造政策は頓挫し，資本の地域的展開とその政
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
策賂線は新たな方向を求めて模索する時代に入った。」

　「高度成長期の資本の地域的展開 ・開発政策は，地域的集中をおしすすめ ，

都市と農村の対立を極限にまですすめたが，他方，資本の外延的膨張もすすめ

られ，その限りで工場の地方分散もすすんだ。公共事業の地域的配分も地方圏

へ比重をかげて行われた。…… 高速交通機関の発達も都市圏と地方圏の時間距
　　　　　　６）
離を短縮させた。」

　「開発政策では，新全総の巨大開発はひかえめな位置を占めるようにたり ，

第三次全国総合開発計画（三全総）は，ｒ定住構想』を柱とし，これまでの激し

い人口移動にかわ って，地域への人ぴとの定住を基礎に開発理念を打ち出すこ
　　　　７）
とサこな った。」

　これらの文章をまとめてみると ，石油 ノヨック以降においては，これまでの

巨大開発路線が後退し，ｒ定住構想」を柱とした開発理念が打ち出されたとい

うことである 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（８２）
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　だが，肝心たのは，この「定住構想」を柱とした新しい地域開発理念のもと

で独占資本は何を獲得しようとしたのか，つまりこの「定住構想」という地域

開発理念の虚構性を明らかにし，かつその背後にある独占資本の蓄積論理を明

確にすることである 。だが，高原氏の文章は，その点に全くふれていないとい

う欠陥をもっ ているのである 。

　世界的な規模での全般的過剰生産の進行は，生産力基盤への投資を減退させ ，

さらに素材供給的な生産手段生産部門への投資も ，市場の冷却から利潤の実現

を困難にしている 。かかる不況のもとでは，新規都門への開発投資か土地買い

占めによる投機が資本蓄積の中心的た方向とならざるをえたい。具体的には ，

東京を中心とした巨大都市におげる工場用地を高価格で売却し，北関東をはじ

め， 地方中枢都市の周辺地域の土地を独占的に買収し，片方で新挽に工場を立

地させると同時に，他方では宅地造成や新興住宅を建設して，これを転冗する

とい ったような資本蓄積彬態がとられたのである 。しかも ，土地や住宅を転冗

するためには，それたりの需要者を必要とするので，その限りにおいて工場の

地方分散とそこへの低賃金労働力の集中とその定着化がｒ定住」という名のも

とに志向されたのである 。もっとも，独占資本にとっ ても ，各資本系列関係の

もとに新たな技術開発と連結した工場を地方へ進出させることが必要であ った

ことは問違いたい。独占資本のかかる蓄積秒態は，一方で「定住構想」とい

う柱を基軸とした「三全総」をもっ て地方の経済的発展があたかも確約された

かのような虚構性をつくり出し，併せて法律的な裏付けとしてｒ国土利用計画

法」を制定し，「国土の有効利用」が促進されるように制度的な保証をしたの

である 。

　このように「三全総」は，不況下において独占資本が買い占めた土地をいか

に効果的に転冗させるかということを本質とするものであ った。「定住構想」

はそれを補完する虚構として打ち出された開発理念でしかなかったのである 。

したが って，「三全総」は生産力基盤の拡充を中心とした独占資本本位の開発

政策から，地域住民本位の開発政策へと方向転換したものでは決してなか った

のである 。このように，ｒ三全総」の「定住構想」という名目的開発理念がも

　　　　　　　　　　　　　　　　　（８３）
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つ虚構性と独占資本による土地投機という資本蓄積の本質を明確にしなげれは ，

「新全総」から「三全総」への転換が，あたかも独占資本本位の開発から地域

住民本位の開発へと政策転換したというような全く皮相的な評価に陥ってＬま

うのである 。

　独占資本の蓄積は，それが生産力基盤の建設という形態をとろうと，あるい

は生活基盤の建設という形態であろうと，高い利潤率さえ確保できれは，その

開発移態を問わないのである。国際的な観模で独占資本問の競争が尖鋭化し ，

国内市場をいかに拡大するか，あるいは過剰資本をいかに処理するかという資

本蓄積の形態が，景気動向とも関連して異た ってくるだげである 。したが って ，

巨大な生産力基盤の建設を中心とする地域開発は不可であるが，生活基盤の建

設を中心とする地域開発計画は可とするような俗流的見解については一刻も早

く克服する必要がある 。つまり ，生産力基盤か生活基盤かといった二者択一的

な判断基準ではなく ，そのいずれにおいても高利潤を求める独占資本の蓄積運

動が貫徹しているということを理解しなげれぽならないのである 。かかる視点

を明確にしないと，地域開発の本質とその虚構性が見抜げないばかりでなく ，

或る意味では独占資本の蓄積に手を貸すことになりかねないのである 。

　先を急ごう 。地域開発は新全総から「三全総」へと移り ，いわゆる「地方の

時代」に入っていく 。高原氏は，「地方の時代」では，「大規模で集権型の重

化学工業にかわ って，小規模で分権型の先端技術産業の特性と結ぴつけて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）
『地方の時代』を強調する論調も大きな流れを捗成されるようにな った」とい

う。 だが，この「地方の時代」についても，二つの大きな流れがあると，氏は

指摘する 。

　その一つは，国土庁の『定住構想と地域の自皿的発展』にみられるように ，

「定住志向が高まる中で，地域の自立的発展が求められており ，そのために財

政制約下でも屋腰の強い経済構造をつくりあげることが最も重要な課題である 。

・…・・ そのためには企業誘致型の振興ではなくて，地域の主体性と創意工夫を軸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）
にした新しい地域振興の発想＝地域産業おこしが必要である 。」という行革臨

調路線に立った「地方の時代」の論理であり ，他の一つは「外来型開発を基調

　　　　　　　　　　　　　　　　（８４）
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とした集権型の開発から生まれた諸矛盾の反省に立ち，特に開発の主流から見

放された地域や，開発はすすめられたが，その結果，地域の経済構造はゆがみ ，

自立性を喪失した地域では，これまでの地域の発展の流れを変えようとする意

　　　　　　　　　　　　　ユ０）
志を反映した基盤に立っている」ような「地方の時代」である 。

　高原氏による上記の説明では，両老の対立点カミ必ずしも明確ではたい。この

点を明らかにするためには，行論上は前後するが，後に氏が「地方の時代」が

もつ二つの意味について説明している箇所を引用しておこう 。すなわち・「一

方では，国際化の契機をももりこみ，地域のスクラ ッブとビノレドを通して，資

本の蓄積機能を分散し補完させ，それをすすめるための庄民統合の象徴として

の『地方の時代』であり ，他方では，文字通り地域が主体とな って自立的な経

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１）
済発展をすすめる象徴としてのｒ地方の時代』である 。」という文章がそれで

ある 。しかし，高原氏がいう「地域が主体とな って自立的な経済発展をすすめ

る」という表現はたお抽象的であり ，かつ「地域物神性」を払拭しきれず・階

級的視点を欠落させたままである 。そのために，二つの「地方の時代」につい

て氏のいう差異が必ずしも明確にな っていたいという難点を繰り返し指摘して

おきたし ・。

　以上のような難点をもちつつも ，高原氏は，二つの「地方の時代」のうち ，

特に後者を重視し，「従来の先進地域資本による外延的膨張として展開され ，

集権型の開発としてすすめられた開発のあり方を否定し１地域の潜在力に依拠

して分権型の開発をすすめなげれぱならないとする論理は大変重要である ・こ

の論理をつきつめていくと ，資本のスムーズな地域的展開へのアソチテーゼと

もなり ，資本の無政府的た膨張への規制という問題と結びつく可能性をもっ て

　　　　　　　ユ２）
いるからである 。」と強調するのである 。

　このような地域の自立的な発展という論理と「地域産業おこし」や「一村一

品運動」たどの現実の動向と結びつけたがら，高原氏は「地域の内発的発展」

たるものをここで登場させてくるのである 。

　　ところで，この「地域の内発的発展」とはいかなるものであろうか・高原氏

は「企業や政治の論理からでた『地方の時代』でなく ，「草の根の民主主義』

　　　　　　　　　　　　　　　　　（８５）
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に依拠して・ｒ地域自治の時代』をひらいてゆくことが，大都市圏でも，農村
　　　　　　　　　　１３）
でも必要とされている」という宮本憲　氏の文章を紹介している

。

　　しかしたがら，「草の根の民主主義」とい ったような文学的表現をもっ た文

章内容では余りにも抽象的にすぎる 。あえて言えは，この規定は，地域の経

済的発展という内容ではなく ，むしろ「地域自治」という言葉にもあらわれて

いるように地域住民運動　般の発展を意味したものであろう 。宮本憲　氏も
，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ４）「地域自治の時代の地域開発は，『内発的発展』とい ってよい」と述べているの

であ って，「地域自治の時代」がそのまま「内発的発展」とはしていないので

ある 。しかしたがら，「地域自治の時代」の地域開発は果たして単純にｒ内発

的発展」ということになるであろうか。この点については，運動論的あるいは

文学的表現に囚われることなく ，地域経済学の立場から科学的に検討しておか

なげればならない 。

　科学的検討の第一の間題は，宮本氏が企業や政治の論理からでた「地方の時

代」と草の根の民主主義に依拠した「地方自治の時代」とを対置させてみた場

合・ 果たしてこの両者は対立するものであるか否かということである 。その第

一の理由は・宮本氏による「企業や政治の論理」とい ったような一般的な表現

では，地域におげる中小企業の論理や地域におげる革新的な政治勢力の論理も

当然含まれることになる 。これが，「草の根の民主主義」というものの内容と

具体的にとのように異なるのか・もし異なるとすれは，「草の根の民主主義」

という文学的表現の概念内容を明確にしておく必要がある 。少なくとも ，宮本

憲　氏のいう「企業と政治の論理」というのは，「独占資本の蓄積運動とその

運動を代弁する政治勢力の論理」という具合に，地域開発の階級性を科学的た

表現に訂正する必要がある 。第二の理由は，すでに指摘しておいたが，宮本氏

のいう「草の根の民主主義」なる文学的 ・運動論的な表現ではその内容が地域

経済学の立場からは全く不明であるということである 。したが って，われわれ

としては，これまた独自に「草の根の民主主義」なるものを地域経済の立場か

ら科学的な表現に改変しなげれぽならない
。

　われわれとしては１「草の根の民主主義」というのは「地域におげる諸々の
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経済主体，すなわち或る地域におげる生産 ・流通 ・消費を担っている諸階級の

間での民主主義」というようになるであろう 。だとすれは，「地域自治の時代」

の地域開発である「内発的発展」なるものは，「独占資本の蓄積論理だげに立

脚するのではなく ，地域におげる諸階級間の民主主義に立脚した地域開発」と

いう具合に改変しうるであろう 。

　だが，このように「内発的発展」なるものの概念を具体化しえたとしても ，

この概念にかかわる諸問題が解消されプこということにはならない。それは，官

本氏のいう「草の根の民主主義」に立脚した地域開発がいかなるものであり ，

またわれわれが訂正した「地域における諸階級問での民主主義」に立脚した地

域開発が一体いかなるものであるかということが具体的に検討されていたいか

らである 。そこで，これらについての検討に入る前に，資本主義におげる地域

開発を経済学的に問題にする場合の基本的な視寺をあらかじめ明確にしておき

たい 。

　言うまでもないことであるが，地域開発には，地域におげる物質的生産力の

発達とそれにかかわる経済的諸関係の発展という二つの側面がある 。そこで地

域におげる「草の根の民主主義」や「諸階級間での民主主義」は地域開発にか

かわ って，これら二つの側面をとのように問題にしているかということが検討

課題とたる 。つまり ，第一に，地域におげる物質的生産力をｒ民主主義」に立

脚してどのように発達させることができるのかということ，そして第二に，地

域におげる諸資本問の競争関係や資本 ＝賃労働関係をはじめ，もろもろの階級

的諸関係に対して，いかに民主主義を導入することができるのかということが ，

「民主主義」との関連で地域開発あるいは地域経済の発展を考える場合の基本

視点となるのである 。

　宮本氏はもとより高原氏も ，われわれが引用した限りては，上記のような基

本的視点に立脚しながら，「地域民主主義」と経済発展との関連についての検

討はなされていない。それにもかかわらず，地域の「内発的発展」ということ

については，それなりの間題提起をしているので，以下ではそれらの諸点につ

いて考察していくことによう 。

　　　　　　　　　　　　　　　　（８７）
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　宮本氏は，　「地域自治の時代の地域開発」である「内発的発展」について
，

三つの特徴をあげて，次のように述べている 。

　「内発的発展の特徴は，まず第一に外来的発展とちが って，外部の企業とく

に大企業に依存せず，住民自らの創意工夫と努力によっ て産業を振興していく

こと 。中央政府や県の補助金に依存しないことも特徴である 。外来の資本や補

助金を導入する場合は，地元の経済がある程度発展して，それと必然的な関係

を要求した時である 。

　第二は，地域内需給に重点を置いて，全国市場や海外市場の開拓をさいしょ

から目ざさないことである 。できるだげ生産や営業の発展を地域内の需要にと

どめ，急激な売り上げの増大をのぞまず，安定した健全な経営がつづくことを

のぞんでいる 。

　第三は，個人の営業の改善からはじまっ て， 全体の地域産業の改善へすすみ ，

できるだげ地域内産業連関を生みだすようにしていることだ。また経済振興だ

げでなく ，文化，教育，医療，福祉たととも関連した，コミュニティづくりと
　　　　　　　　　１５）
なっ ていることである 。」

　高原氏は，この宮本氏の「内発的発展論の特徴は，地域主義を主張する論者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６）
と重なり合う部分も多い。また宮本氏の提起に対して疑間点も出されている 。」

としながらも，「現段階では地域経済の総合的分析と内発的発展をめざす具体
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７）
的事例の中から理論的に定式化することが求められている 。」として，この内

発的発展論を是認しているのである 。

　確かに，高原氏が言うように，「具体的事例の中から理論的に定式化するこ

と」は重要である 。しかしながら，その「具体的事例」なるも列こついては ，

「内発的発展」をスローガソとして開発をすすめている地域の経済主体がいか

なる階級的基盤をもっ たものであり ，地域内での経済的民主主義がいかなるか

たちで展開され，さらにそれが現実の資本主義体制の中で，長期的にみて「発

展」しうるものかどうかという諾点が，あらかじめ検討されておかなけれぽな

らない。この点にかんする限り ，宮本氏があげている「内発的発展」の三つの

特徴は，内容的にみていずれも不明確であるといわねばならたい 。
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　すでに，この「内発的発展」論に対しては，「都市への適用性や地域問の関

係をどう考えどう調整していくのかという問題など，政策論たりえない議論の
　　　　１８）
限界がある 。」という成瀬龍夫氏の批判があり ，内発型開発の典型とみられて

いるｒ一村一品運動」的発想についても，これがｒ地域問競争の組織化」とい

う発想を根底としており ，「成長地域と衰退地域との格差が生みだされ，地域
　　　　　　　　　　　　　　１９）
におげる新たな矛盾が発生する」という重森暁氏の批判もたされている 。だが ，

成瀬氏や重森氏によるｒ内発的発展」への批判は，いずれも都分的なものに

留まっ ている 。それ故，高原氏はかかる批判を認めながらも ，なお「内発的発

展」論に固執したとも考えられるのである
。

　宮本氏によっ て提起され，かつ高原氏によっ て是認されている「内発的発展

論」については，地域における生産力をどのように発達させるのかという視点

と， 地域におげる階級的諸関係からみて，つまり ，独占資本の蓄積と地域にお

げる諸資本問の競争関係，地域におげる労働者や中小企業者あるいは農民の生

活や暮らしという階級的視点からみていかなる意味をもつかという基本的視点

から検討されねばならないのである 。

　宮本氏がいうｒ内発的発展」の第一の特徴から検討していくことにしよう 。

　この第一の特徴というのは，ｒ外部の企業とくに大企業に依存せず，住民自

らの創意工夫と努力にらっ て産業を振興していること」であ った。ところで ，

ここにでてくる「住民」の物質的基盤はいかなるものであろうか。外来型の大

企業ではないが，「産業を振興している」という以上，この「住民」は生産手

段をもたない労働者階級ではなく ，少なくとも農業経営者かあるいは中小企業

者であろう 。だとすれば，宮本氏が「地域住民」としているのは，労働者階級

を含んだ広範な地域住民ではなく ，たんに農民や中小企業者とい った中小生産

者であり ，実際のところは，地域住民のほぼ一部をしめる中小生産者による

「内発的発展」論なのである 。しかも ，宮本氏は，この中小企業者や農民が中

央政府や県の補助金に依存せず，自１的に産業を振興していくことを「内発的

発展」として宮本氏は推奨しているのである 。

　だが，長期不況下にあ って，国家は軍需産業を中心に財政投融資の拡大を図

　　　　　　　　　　　　　　　　（８９）
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り， 独占資本にたいして手厚い利益擁護政策をとっ ている 。その結果として ，

地方にたいする財政的補助およひ中小企業や農業にたいする保護育成資金は減

少してきている 。かかる状況にあるとき，国家や県の補助金なしに，「地域の

活性化」が行われ，かつ中小企業や農民が自止的に産業を振興するということ

は， 国家あるいは独占資本にとっ ては誠に好ましい方向といわねはなるまい 。

したが って「内発的発展」論の階級的背景は，独占資本本位の蓄積論理と全く

同じ立場にたつものと見傲してよいであろう 。

　ところで，これらの中小企業や農民は，地域におげる生産力をどのようにし

て発達させ，地域におげる経済的諸関係をどのように民主化していくのであろ

うか。たしかに，中小企業者や農民におげる自皿的な産業振興はそれ自体とし

て地域におげる生産力を発達させるであろう 。しかしながら，その生産諸力は ，

現代の資本主義経済の中で，独占資本をも含む諾資本間の競争に対応できるよ

うな質量的内容をもっ たものであろうか 。

　もともと ，これら中小企業者や農民が営む産業は，巨大な投下資本を必要と

する重化学工業ではたい。だから，ここで宮本氏が念頭においている地域は ，

国際市場競争が激化しているような状況のもとでは重化学工業が立地していな

いか，立地する諸要剛こ欠げる地域ということになる 。もしそうでたいとすれ

は， 宮本氏の主張は，目本のいかなる地域においても重化学工業の立地は不必

要であるという論理になるからである 。極言すれば，宮本氏が「内発的発展」

を想定している地域は，独占資本に高利潤を保証するような地域ではなく ，独

占資本を含む諸資本との競争戦の中で，や っと中小生産者が生き残れるような

地域なのである 。それだけに，「内発的発展」を担う中小生産者は，過剰資本

的な運動形態としての限界，つまり地域内の需要に限定された生産しか出来な

いという「内発的発展」の第二の特徴が出てくるのである 。

　宮本氏が主張するような中小生産者の蓄積運動は飽くことたく利潤を追求す

るという資本主義的な生産というよりも，むしろ地域内の限定された需要に依

存した生産であり ，前資本主義的生産形態なのである 。かかる地域内需要を前

提とした生産彩態を資太主義の独占段階で主張するのは，独占資本による中小
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生産者の収奪がますます激化している現実を見過ごすぼかりでなく ，これを是

認するような主張であり ，地域主義者と同様のアナクロニスムではないであろ

うか
。

　現実の独占資本主義を前提とするたらぼ，かかる生産移態を余儀なくされて

いるのは，中小の過剰資本かあるいはそれに近い資本であ って，少たくとも独

占資本との競争を排除しながらｒ発展」を続けるというような資本の生産彩態

ではない。地域における中小生産者が結東し，地域におげる消費者組織とも結

合しながら全国的た市場をめさすようになれは，独占資本にとっ ても蓄積上の

脅威となるが，販売市場を一定の地域に限定するかぎりにおいては，独占資本

にとっ てもある程度許容しうるような「内発的発展」論なのである 。

　また経済的諸関係からみても ，これらの中小生産者カミその生産手段をどこか

らどのような価格で購入しているのか，あるいは地域におげる労働者階級を

いかなる賃金水準で雇用しているのかとい った問題は全く捨象された「内的発

展」論なのである 。

　地域におげる個別労働者にとっ てみれぱ，地域における中小生産者の賃金水

準よりも高く ，労働条件がよげれぽ，地域開発がｒ先進地域資本」による「外

来型」であ ってもい っこうに差支えないのである 。また国民経済的視点に立脚

するならは，すなわち国内的に自立的な再生産構造を確立しようとすれは，い

ずれかの地域において生産手段生産部門である重化学工業を立地させなけれは

たらないのであ って，それが「先進地域資本」によるものだからとい って直ち

にこれを否定する論理は出てこないのである 。つまり ，地域における経済開発

は， それが外来型である独占資本によるものであろうと ，地域内の中小生産者

によるものであろうと ，地域における資本 ＝賃労働関係あるいは諸資本間での

対抗矛盾関係は資本主義を前提とするかぎり共通して存在しているのであ って ，

前者は外来型だから否，後者は内発的だから可というような彩式的発想はおよ

そ杜会科学にとっ ては無縁のものなのである 。

　地域経済学の基本的な課題は，地域における経済的諸関係（地域的経済構造）

がいかなるものであり ，その諸関係が資本蓄積によっ てとのように変化してい
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くか（その特殊的運動法則）ということを明らかにすることである 。その限りに

おいて，地域住民の大部分を占めている労働者階級の賃金水準をはじめ，地域

住民の一構成部分をなしている独占的巨大資本や中小資本の利潤率あるいは農

家の所得を基本的た分析課題としたげれはならないのである 。したが って，地

域におげる経済的発展という場合には，かかる基本的視点にた って，生産力と

生産関係という一重の視点から検討がなされる必要があるのである 。宮本氏の

「内発的発展」の場合には，かかる経済的諸関係については言及せず，せい畦

い外来的資本による開発は不可で，中小生産者による内発的発展によっ て「新

しい展望がうまれよう」という程度のものである 。

　外来的資本による地域開発を間題にしえないのであれは，結果的には，かか

る外来的資本あるいは「先進地域資本」が立地してきた地域におげる経済的諾

矛盾をいかに解決していくかという間題から逃避することになるであろう 。ま

た， 内発的発展が展望される「地域」においては，この内発的発展をになう

「住民」として，宮本氏は中小生産者（農民を含む）を想定しているようである

が， これら中小生産者の所得を増大させるには，価格安定のもとで中小生産者

の生産物（農民の場合には農産物）の質的な改善とその出荷量の増大がなされね

ぽたらない。生産力の発展にみあ った市場を想定せず，これを一定の地域内に

封じこめるとすれば，逆に当該地域におげる生産力の発展もまた限界をもつこ

とになるであろう 。さらに現実の地域市場は，国際的およぴ国内的な諸資本と

の競争が不可避である 。「内発的発展」なるものが，地域内の需要だげに依存

したものであ ったとしても，この地域内におげる競争を排除することはできな

いのである 。この意味からすれぱ，地域内の需要だげに限定した「内発的発

展」は独占資本主義という現実を無視した全くの空想的たｒ発展」といわねぱ

ならない 。

　　１）高原 ・増田『地域問題の経済分析』，前出，２ぺ一ジ 。

　　２）　同上 。

　　３）　同上 。

　　４）同上 。

　　５）　同上 。
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６）　同上書，２～３ぺ一ジ 。

７）　同上書，３ぺ 一ジ 。

８）同上 。

９）　同上書，４ぺ一ジ 。

１０）　同上
。

１１）　同上書，８ぺ一ジ 。

１２）　同上書，７べ 一ジ 。

１３）宮本憲一『現代の都市と農村』，目本放送出版協会，昭和５７年，２４３～２４４ぺ一

　ジ 。

１４）　同上書，２４３ぺ一ジ
。

１５）　同上
。

１６）高原 ・増田『地域問題の経済分析』，前出，８ぺ一ジ 。

１７）　同上
。

１８）　自治体問題研究所編『地域つくり論の新展開』，１６８３年，５２ぺ一ソ 。

１９）　同上書，１６べ一ジ 。

第五節　結 語

　われわれは，宮本氏が，提起し，高原氏によっ て継承されている地域の「内

発的発展」論について地域経済学の立場から検討してきた。「内発的発展」論

がもっ ている理論的限界は，市場を当該地域に限定してしまうという問題，地

域の経済的発展をになう「住民」を中小生産者に限定しているという間題，そ

して「外来型」の地域開発がなされた地域を捨象しているという問題，そして

決定的た誤りとしては，中小生産者をとりまく独占資本との競争（収奪）関係

あるいは中小生産者と賃金労働者との関係がどうな っており ，またどうあるべ

きかという階級関係論を欠落させてしまっ ているということである 。

　地域開発，換言すれぱ地域におげる経済的発展は，独占資本による開発もあ

れぱ，中小生産者による開発もある 。しかしたがら外来型の前者を否，内発型

の後者を是とするような形式的発想では，地域経済におげる階級的諸問題を解

決するうえで全く役にたたたいぱかりか，逆に地域に立地した独占資本といか
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に対決し，地域におげる中小生産者と共同統一したがら地域経済の民主化をい

かに図っていくかという労働者階級の革新的立場を見失うことになりかねたい

のである 。

　地域におげる経済分析の基本的な課題は，一方で独占資本による蓄積運動が

特定の地域でどのようにすすめられているのか，またその表裏の関係として ，

当該地域におげる中小生産者のスクラ ップ ・アソド ・ビノレドがどのように展開

し， 地域住民の大半をしめる労働者階級の生活と民主的な諸権利がどのように

発展あるいは後退しているのかということを明らかにすることである 。かかる

視点を明確化することによっ て， 地域におげる経済的諸矛盾の現実的な存在移

態とその原因を解明することができ，その原因を除去するという方向で，地域

における経済諸間題の具体的な解決方向を運動論的政策として策定することが

可能となるのである 。

　以上のことをやや具体化していえぱ，独占資本の地域的な進出に対応して ，

地域住民の誰でもが納得しうるような適正価格による用地 ・用水などの利用 ，

労働者階級の生活と権利を保証するようた適正た賃金水準と雇用労働量の拡大 ，

地域におげる下請企業が平均利潤をあげうるようた適正価格による受注とその

増大，地域財政の民主的支出とその管理たととい った地域内におげる経済的諾

関係が地域住民の大半を占める労働者階級の立場にた って，民主化されてゆか

ねぼたらないということである 。

　このような地域におげる経済的民主化と企業内におげる経済的民主化とを基

礎にして，独占資本が生産する諸商品についても，適正価格による販売とその

利益および投資決定に対する民主的管理とい った課題が全国的な観模におげる

経済的民主化の課題として的確に位置つげられ，運動論的に追求されねほたら

ない。これが，地域におげる経済的階級闘争の現代的状況であると同時に，地

域において経済的民主主義を確立させ，さらには国民経済全体の民主化をめざ

す具体的な闘争方向なのである 。

　地域におげる生産手段は資本主義という私的所有制度のもとでは，独占資本

を中心とした資本が所有している 。資本が所有する生産手段の発達 ・拡張は地
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域におげる物質的生産力を発展させる 。そして，これが杜会進歩の物質的基礎

を形成していることは否定できない。しかしながら，その生産力の発達が資本

主義体制の中では，その生産力の直接的な担い手である労働者階級さらには中

小生産者の生活と権利を阻害するようになれは，この阻害の原因を科学的に解

明し・これを除去するというのが歴史的発展方向であり ，それを促進するとい

うのが科学的た運動方向なのである 。国家独占資本主義体制下におげる暴力的

た資本蓄積運動に対しては，それが地域内であろうと，また企業内であろうと ，

労働者階級と中小生産者による力強い統一と団結によっ て民主的な要求運動が

対比されねはならないのである 。このような地域におげる独占資本の蓄積運動

に対して，地域の経済的民主主義を要求する運動の高まりこそが，地域におげ

る真の意味でのｒ発展」を意味するのである 。

　宮本憲　氏による「内発的発展」論では，このようた独占資本の蓄積運動に

対決し，地域経済民主主義を求める運動から国民的経済民主主義を求める国民

的大運動へと発展させていくような長期的展望は出てこないのである
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１９８６．１２．１５）

（９５）




